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①調査事案の概要

【事案の概要】
○ 内閣・内閣府は霞が関の近辺に複数の民間ビルを賃借し、庁舎として活用している。令和２年６月時点で
８箇所を賃借しており、令和２年度予算において、約13億円の経費が必要となっている。

○ こうした民間ビルの活用は内閣・内閣府の組織新設に伴い、近年、増加してきており、令和２年度におい
ても民間ビルへの移転が予定される組織（内閣官房情報通信技術（IT）総合戦略室）がある。

○ 調査にあたり、現在、民間ビルに入居している各組織（10組織）に対して、調査票を発出し、入居先の選
定にあたって、それぞれどのような検討を行ったか確認を行った。

総 括 調 査 票

調査事案名 （1）内閣・内閣府庁舎における民間ビル使用状況
調査対象
予 算 額

令和元年度：1,102百万円 ほか （参考 令和２年度：1,265百万円）

府省名 内閣・内閣府
会計 一般会計

項 内閣官房共通費、内閣本府共通費ほか 調査主体 本省

組織
内閣官房、
内閣本府ほか

目 土地建物借料 取りまとめ財務局 ―

①調査事案の概要 ②調査の視点

○ 霞が関近辺は賃料が高い地域と
なっているが、事業所等の立地は
適切であるか。

○ 庁舎移転にあたり、代替地や組
織改編等の状況を踏まえ、庁舎の
既存スペースの活用について検討
を行っているか。

そのほか、民間ビルから別の民
間ビルへの移転を行う組織がある
場合に、その後に入居するなど、
効率的な執行を行うための検討を
行っているか。

○ 単価等が市場の実勢を適切に反
映して設定されているか。

○ 同種の業務がより低いコストで
行われているか（不動産コンサル
タント等の活用により賃料を抑え
るなどの努力を行っているか）。

霞が関近辺の民間ビルの配置状況がわかる地図
（セキュリティにかかるものは不要）

１．規模・配置の適切性

２．単価設定等の適切性

【調査対象年度】
平成29年度～令和元年度

【調査対象先数】
内閣官房IT総合戦略室、内閣本府

食品安全委員会事務局など10先



総 括 調 査 票

調査事案名 （1）内閣・内閣府庁舎における民間ビル使用状況
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③調査結果及びその分析 ④今後の改善点・検討の方向性

１．規模・配置の適切性 １．規模・配置の適切性

○ ほぼ全ての組織において、立地条件の指定が「官邸・内閣府本庁舎と直近の場所」となっているが、それ
ぞれの組織により、立地条件等の必要性は異なるのではないか。安全保障や危機対応関連の部局とそれ以外の
部局では、おのずと「官邸・内閣府本庁舎との距離が直近である必要性」は異なるはずであり、内閣府はこう
した点も考慮すべき。

また、賃料等は立地するエリアのほか、建物のスペック等でも大きく変動することから、各組織において
特徴や立地条件等（面積や利用者の利便性）を整理する必要がある。

○ 庁舎移転にあたり、内閣・内閣府内でどの程度の期間を対象（例：半年後、一年後など）として空きス
ペース等が生じるかについての検討状況の確認を行ったところ、短いものでは３ヶ月程度で決定した案件が
あった。

こうした検討期間が短いケースでは、組織改編などの状況を踏まえ、空きスペースが来年度に出る可能性
などの検証を行うことが困難となっている。

○ 内閣府では令和元年度に民間ビルから別の民間ビルへの移転を行っているが、移転により生じる空きス
ペースについては有効に活用されていないのではないか。令和２年度においても内閣の組織が別の民間ビルへ
の移転を予定しており、新規の民間ビルへの移転には、LAN線の整備といった初期コストが必要となる。当該
組織を移転により生じる空きスペースに入居させていれば、こうした初期コストは不要となっていたのではな
いか。

こうした事例を踏まえ、内閣・内閣府においては一定期間（今後一年間など）の中長期的な視点をもって、
民間ビルの活用について検討を行う必要があるのではないか。

【民間ビルへの移転にかかる意思決定スキーム】

○ 賃借するスペースにより、価格は変動するものの、高いところでは年間で４億円近い費用を支払っている
組織もある。

○ 入居物件の決定に当たっては、全ての組織で複数の物件賃料との比較を実施していた。

○ 一方で、ビルオーナーとの直接交渉の実施や、不動産コンサルタントの活用により、賃料を安く抑える取
組を実施している組織もあり、賃料等の交渉については、単に複数の見積もりを取る以外にも様々な方策があ
ることがわかった。

２．単価設定等の適切性

個別組織内の決定 内閣府内での意思決定
財務省との取得調整
（合同庁舎における

空きスペースの確認等）

民間ビルの
賃借決定

○ 入居において、必要となるス
ペースや各組織の特徴に応じて異な
る点は考慮しなければならないが、
各組織の特徴に応じて立地条件の審
査を行い、コストダウンを図るべき
ではないか。

こうした点を曖昧にすると、高
額の物件のみを対象として、複数検
討することとなり、適切な予算執行
が図られないことが懸念される。

○ 内閣府においては、ある程度の
期間を視野において、各組織からの
要望の可否について判断する必要が
ある。

時限組織の多い内閣・内閣府に
おいて、非効率な予算執行とならな
いよう、単にその時点の空きスペー
スの状況だけでなく、移転の予定等
も含め把握しておくべきではないか。

○ 個別の組織が賃料を低減するた
めに行っている努力を横展開すべき。

個別交渉や不動産コンサルタン
トの活用等により、コストダウンが
図られていることから、今後発生す
る民間ビルの賃借についても、こう
したノウハウを活用すべきではない
か。

２．単価設定等の適切性


